
（仮称）名岐道路（一宮～一宮木曽川）の都市計画の案を作成す
るための基本方針（案）について、ご説明いたします。



ご説明させていただく内容は、こちらの４点です。

まず、１．名岐道路について、２．名岐道路の整備効果を、その

あと、３．都市計画の案を作成するための基本方針（案）につい

てご説明いたします。

最後に４．都市計画手続き及び環境影響評価手続きの流れとして、

縦覧、意見書の提出などの詳細についてご説明いたします。



まず１．名岐道路（一宮～一宮木曽川）について、ご説明いたし
ます。
この都市計画道路は、国道２２号の上に全線高架形式での整備を
計画している自動車専用道路です。
計画区間は、一宮市の市街地にあたる名古屋高速一宮東出口から、
東海北陸自動車道一宮木曽川ICまでの延長約７．５ｋｍです。
右上の写真は、一宮市内における整備済み状況です。



続きまして、２．名岐道路の整備効果について、ご説明いたしま
す。
名岐道路の整備効果は大きく３つございます。
１点目は広域幹線道路ネットワークの充実による都市間の物流ア
クセス性向上・産業活性化支援です。
名古屋と岐阜地域間を結ぶ高速道路の移動距離が短くなるととも
に、時間信頼性が向上し、多様な産業の連携・創出などに寄与し
ます。
２点目は、国道２２号の地域交通と通過交通を分化することによ
る国道２２号等の交通の円滑化です。
朝夕を中心とした国道２２号や交差道路等の渋滞が緩和し、走行
速度が向上するなど、一宮市街地部の交通環境の改善に寄与しま
す。
そして、３点目は、国道２２号等の交通安全の確保です。
国道２２号や交差道路の交通事故件数が減少し、交通安全に寄与
します。



つづきまして、３．都市計画の案を作成するための基本方針
（案）について、ご説明いたします。
大規模な都市計画を定める場合には、地域住民の方々のご意見を
お聞きしながら、段階的に計画づくりを進める必要があります。
この基本方針は、右図の都市計画図のような詳しい都市計画の案
を作成する前の、大まかな計画であり、都市計画を定める目的、
ルート帯や基本構造などの概略の案により構成しています。
県がこの都市計画手続きを進めるにあたり、この基本方針の段階
においても、地域住民の方々のご意見をお聞かせいただき、きめ
細やかな都市計画づくりに努めてまいります。



それでは、基本方針（案）の内容について、ご説明いたします。
まず、名岐道路を都市計画に定めようとする目的です。
本道路は、名神高速道路、東海北陸自動車道、名古屋環状２号線、
名古屋高速道路等と一体となって名古屋～岐阜都市圏の社会経済
活動を支える重要な道路です。尾張都市計画区域マスタープラン
においては、「県内外を連携する広域幹線道路網の充実を図るた
め、その整備を推進していく路線」として位置付けています。
今回、（仮称）名岐道路の一宮～一宮木曽川の区間を、円滑な都
市活動を確保し、良好な都市環境を保持するために必要な都市施
設として都市計画に定めようとするものです。



ここからは、都市計画の概略の案について、ご説明いたします。
まずは主な構造についてです。
名岐道路は、国道２２号内に全線高架形式で計画します。
左上に標準的な横断図をお示ししております。また、右上には整
備イメージとして整備済み区間の写真を載せております。
左下に示しておりますのが現況の横断図です。名岐道路が整備さ
れると、副道はなくなり、中央分離帯が広がります。



次に概略ルートです。
こちらの図は、右側が岐阜方面の北となっており、左側が名古屋
方面の南となっております。
図面中央を左右に横断している紫色の線が国道２２号、左側の緑
色の線が名神高速道路、右側の緑色の線が東海北陸自動車道を示
しています。

名岐道路は国道２２号上を基本としたルートとしており、赤色の
囲み線により概ねのルート帯を示しております。
また、青色の破線の円で示しているのはインターチェンジやジャ
ンクションです。画面中央の位置に国道２２号との出入り口とな
るインターチェンジの新設を検討しています。また、名神高速道
路一宮インターチェンジと東海北陸自動車道一宮木曽川インター
チェンジにおいて、ジャンクション化を検討しています。

具体的な区域や構造、インターチェンジやジャンクションの位置、
形状などについては、今後、環境影響評価と併せて詳細に検討を



進めてまいります。
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次に、都市計画対象道路の概要です。
名称は「（仮称）名岐道路（一宮～一宮木曽川）」、都市計画決
定権者の名称は「愛知県」、位置は「起点・終点 愛知県一宮市
地内」、延長は「約7.5km」、道路種別は「自動車専用道路、第
２種第１級」、設計速度は「時速８０ｋｍ」、車線数は「４車
線」で、主な構造形式と主なルートについては、先ほどお示しし
た通りです。



続いて、都市計画上の留意事項・配慮事項について、ご説明いた
します。
名岐道路の都市計画づくりでは、次の３点に配慮して、地域に
とってより良い計画となるよう努めてまいります。
一点目として、環境影響評価法に基づき、都市計画手続きにあわ
せて環境影響評価を行います。都市計画の案の作成にあたっては、
生活環境（大気質、騒音、振動、日照など）への影響、自然環境
（動植物や生態系など）への影響、景観への影響などにできる限
り配慮します。
二点目として、名岐道路（一宮～一宮木曽川）の都市計画決定に
関連して変更を要する平面街路についても、あわせて都市計画の
変更手続きを行います。また、現在一部の相互利用ができない一
宮インターチェンジについて、接続機能の強化（ジャンクション
化）のための都市計画の変更手続きを行います。
最後に三点目として、今回の概略の案については、国道２２号を
極力活用した全線高架形式とするなど、沿道土地利用などの他の
都市計画との整合を図ったものとしており、引き続き、今後の詳



細ルート、構造の決定にあたっても、他の都市計画との整合を
図ってまいります。
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続きまして、都市計画手続きの流れについて、ご説明いたします。
こちらのフロー図は、左側が都市計画手続きの流れ、右側が環境
影響評価手続きの流れを示しております。

現在は、左側の赤枠で囲いをしている段階で、基本方針（案）の
縦覧、説明会の開催、意見書の提出となっております。
今後、住民の皆様からいただきましたご意見をもとに、都市計画
素案を作成します。そのあと説明会等を開催し、さらに意見をい
ただきながら都市計画案を作成してまいります。最後に都市計画
審議会での審議を経て、都市計画決定となります。



最後に、縦覧および意見書についてご案内させていただきます。
この基本方針（案）につきましては、令和３年２月１２日（金）
から３月１２日（金）まで愛知県都市計画課および一宮市都市計
画課の窓口でご覧いただけます。また、愛知県都市計画課のホー
ムページにも掲載をしております。
基本方針（案）について、ご意見がございましたら、意見書を提
出していただくことができます。
必要事項を記入の上、愛知県都市計画課までメールか郵送でご提
出ください。

詳細は県や一宮市のホームページをご確認ください。

以上で、都市計画の案を作成するための基本方針（案）について
のご説明を終わります。


